
イ
ベ
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ト

ス
ポ
ー
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講　
座

募　
集

保　
健

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

高
齢
者
保
健
福
祉
実
態
調
査

　
高
齢
者
の
保
健
福
祉

サ
ー
ビ
ス
向
上
の
資
料

と
す
る
た
め
、
５
月
１

日
現
在
、
市
内
の
65
歳

以
上
の
一
人
暮
ら
し
の
方
、
75
歳
以
上

の
二
人
暮
ら
し
の
方
な
ど
を
対
象
に
実

態
調
査
を
行
い
ま
す
。
各
地
区
の
民
生

委
員
が
５
月
中
旬
〜
６
月
中
旬
に
訪
問

し
ま
す
。
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

�
い
き
い
き
支
援
課（
☎
231−

１
３
４
０
）

自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
自
立
促
進
を
図
る

た
め
、
指
定
の
講
座
を
受
講
し
た
方
に

経
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

�
市
内
在
住
の
母
子
家
庭
の
母
か
父
子

家
庭
の
父
で
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し

て
い
る
方
、
こ
れ
と
同
様
の
所
得
水
準

で
就
業
経
験
、
技
能
、
資
格
の
取
得
状

況
や
労
働
市
場
の
状
況
な
ど
か
ら
教
育

訓
練
を
受
け
る
こ
と
が
就
職
に
必
要
と

認
め
ら
れ
る
方　
�
給
付
額
＝
対
象
講

座
の
受
講
の
た
め
に
支
払
っ
た
費
用
の

10
分
の
２
に
相
当
す
る
額（
上
限
有
り
）

※
対
象
に
な
ら
な
い
場
合
あ
り
。
申
し

込
み
の
１
週
間
前
ま
で
に
連
絡
を

�
�
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
231−
１
３
５
８
）

高
等
技
能
訓
練
促
進
費

�
市
内
在
住
の
母
子

家
庭
の
母
、
父
子
家

庭
の
父
で
、
児
童
扶

養
手
当
の
受
給
者
か

こ
れ
と
同
様
の
所
得
水
準
で
、
看
護
師

や
介
護
福
祉
士
な
ど
就
職
に
有
利
な
資

格
を
取
得
の
た
め
に
、
２
年
以
上
の
養

成
機
関
で
修
業
中
で
、
修
業
が
就
業
か

育
児
と
両
立
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
方　

※
申
請
前
に
事
前
面
談（
要

予
約
）が
必
要
。
審
査
の
結
果
、
該
当

し
な
い
場
合
あ
り　
※
平
成
25
年
度
入

学
者
よ
り
父
子
家
庭
の
父
も
対
象　
※

訓
練
促
進
費
は
支
給
決
定
さ
れ
る
と
、

原
則
、
申
請
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
月

以
降
の
月
か
ら
支
給　
�
支
給
額（
月
額
）

▽
市
民
税
非
課
税
世
帯
＝
10
万
円　
▽
市

民
税
課
税
世
帯
＝
月
額
7
万
500
円　

▽
平
成
23
年
度
ま
で
の
入
学
者
＝
市
民

税
非
課
税
世
帯
…
14
万
１
０
０
０
円
、

市
民
税
課
税
世
帯
…
７
万
500
円

�
�
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
231−
１
３
５
８
）

紙
お
む
つ
な
ど
の
介
護
用
品
を
支
給

　
要
介
護
者
を
介

護
す
る
同
居
家
族

に
、
紙
お
む
つ
な

ど
を
現
物
支
給
し

ま
す
。　

�
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
要
介
護

者
を
介
護
し
て
い
る
住
民
税
非
課
税
世

帯
の
同
居
家
族　
▽
市
内
に
居
住
し
、

在
宅
で
生
活
し
て
い
る
こ
と　
▽
要
介

護
３・ ４・５
で
あ
る
こ
と　
▽
生
活
保
護

を
受
給
し
て
い
な
い
こ
と　
※
要
介
護

３
の
場
合
は
、
平
成
25
年
４
月
１
日
以

降
に
合
計
３
万
円
を
超
え
る
介
護
用
品

を
購
入
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
領
収

書
を
添
付
し
、
在
宅
介
護
支
援
セ
ン

タ
ー
を
経
由
し
て
申
請
を　
�
▽
支
給

品
目
＝
紙
お
む
つ
、
尿
取
り
パ
ッ
ド
、

ゴ
ム
手
袋
、
お
尻
ふ
き
シ
ー
ト　
▽
支

給
限
度
＝
２
カ
月
に
つ
き
１
万
円
を
限

度
と
し
て
現
物
支
給　
▽
利
用
者
負
担

＝
支
給
に
要
す
る
費
用
の
１
割

�
い
き
い
き
支
援
課（
☎
231−
１
３
４
０
）

ひ
と
り
親（
母
子
・
父
子
）家
庭
等

医
療
費
を
助
成
し
ま
す

�
ひ
と
り
親
家
庭
の
児
童
や
母
・
父
に

要
し
た
医
療
費
の
う
ち
、
保
険
診
療
内

の
自
己
負
担
分　
▽
市
民
税
所
得
割
非

課
税
世
帯（
年
少
扶
養
控
除
等
の
廃
止

前
の
方
法
で
再
計
算
し
た
所
得
割
が
０

円
と
な
る
場
合
を
含
む
）＝
18
歳
に
達

す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で

の
間
に
あ
る
児
童
を
扶
養
し
て
い
る

父
・
母
・
養
育
者
と
児
童　
▽
児
童
扶

養
手
当
受
給
者
と
同
様
の
所
得
水
準
の

世
帯
＝
小
学
校
卒
業
ま
で
の
児
童
の
み

▽
所
得
制
限
な
し
＝
義
務
教
育
就
学
前

児
の
み　
�
健
康
保
険
証
、
印
鑑
、
ひ

と
り
親
家
庭
を
証
明
す
る
物
、
平
成
24

年
１
月
２
日
以
降
転
入
の
方
は
、
平
成

24
年
度
所
得
課
税
証
明
書（
転
入
家
族

全
員
分
）　

�
こ
ど
も
家
庭
課
、
各
総

合
支
所
市
民
生
活
課
、
各
支
所
へ
。

�
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
231−

１
９
２
８
）

児
童
扶
養
手
当
の
申
請
を

�
父
か
母
と
生
計
を
共
に
し
て
い
な
い

児
童
を
養
育
し
て
い
る
ひ
と
り
親
家
庭

の
父
母
か
養
育
者
で
、
年
金
な
ど
の
公

的
給
付
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

な
ど
、
一
定
の
条
件
に
該
当
す
る
方　

�
対
象
期
間
＝
児
童
が
18
歳
に
達
す
る

日
以
後
最
初
の
３
月
31
日
ま
で　
※
障

害
の
あ
る
児
童
は
20
歳
の
誕
生
日
の
前

日
ま
で　
�
こ
ど
も
家
庭
課
、
各
総
合

支
所
市
民
生
活
課
へ
。

�
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
231−

１
９
２
８
）

離
職
で
住
居
を
喪
失
か
そ
の
恐
れ
の

あ
る
方
へ
住
宅
支
援
給
付
を
支
給

�
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方　
①
離
職

後
２
年
以
内
の
方
・
65
歳
未
満
の
方　

②
離
職
前
に
、
自
ら
の
労
働
に
よ
り
賃

金
を
得
て
主
と
し
て
世
帯
の
生
計
を
維

持
し
て
い
た
方　
③
就
労
能
力
や
常
用

就
職
の
意
欲
が
あ
り
、
公
共
職
業
安
定

所
へ
求
職
申
し
込
み
を
行
う
方　
④
住

宅
を
喪
失
し
て
い
る
方
か
喪
失
の
恐
れ

の
あ
る
方（
喪
失
の
恐
れ
と
は
⑤
⑥
の

要
件
に
該
当
し
、
賃
貸
住
宅
な
ど
に
入

居
し
て
い
る
方　
⑤
原
則
収
入
の
な
い

方（
一
時
的
な
収
入
が
あ
る
場
合
、
生
計

を
一
と
す
る
同
居
の
親
族
と
の
収
入
の

合
計
が
一
定
額
以
下
）　
⑥
生
計
を
一
と

す
る
同
居
の
親
族
と
の
預
貯
金
の
合
計

が
一
定
額
以
下　
⑦
国
の
住
居
喪
失
離

職
者
な
ど
に
対
す
る
雇
用
施
策
に
よ
る

貸
し
付
け
か
給
付
を
、
申
請
者
や
生
計

を
一
と
す
る
同
居
の
親
族
が
受
け
て
い

な
い　
�
支
給
額
＝
単
身
３
万
１
０
０

０
円
以
内
、
複
数
４
万
円
以
内（
世
帯

員
７
人
以
上
は
４
万
８
０
０
０
円
以

内
）　

▽
支
給
期
間
＝
最
長
３
カ
月
間

（
就
職
活
動
を
誠
実
に
実
施
し
て
い
る

方
は
３
カ
月
間
延
長
可
）

●
賃
貸
住
宅
の
契
約
を
行
う
際
に
、初
期

費
用
へ
の
対
応
が
困
難
な
方
や
生
活
費

が
必
要
な
方
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
の

「
生
活
福
祉
資
金（
総
合
支
援
資
金
）」や

「
臨
時
特
例
つ
な
ぎ
資
金
」を
活
用
で
き

ま
す
。

�
福
祉
政
策
課（
☎
231−１
４
１
８
）、社
会

福
祉
協
議
会（
☎
232−

２
０
０
３
）

乳
幼
児
医
療
費
を
助
成
し
ま
す

�
義
務
教
育
就
学
前
乳

幼
児
に
要
し
た
医
療
費

の
う
ち
、
保
険
診
療
内

の
自
己
負
担
分　
�
所

得
制
限
＝
乳
幼
児
の
父
母
の
平
成
24
年

ブックスタート
　｢ブックスタート」とは
｢絵本」を介して赤ちゃん
と周りの大人が心安らぐ
楽しい語り合いのひとと
きを持つことを応援する
運動です。
　１冊目の絵本は保健師
や助産師などによる｢こん
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に、２冊目は１歳６カ月
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287−0102)、豊田図書
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